
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所

博
物
館

図
書
館 号

外

一�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

全
職
員

全
職
員

全
職
員

目

次

規

則

○
特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

三

○
岐
阜
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
等
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事

務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
三

○
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す

る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

告

示

○
岐
阜
県
表
彰
規
程
の
一
部
改
正

(

人

事

課)

四

規

則

特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
現
代
陶
芸
美
術
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
中｢

健
康
福
祉
政
策
課｣

を｢

保
健
医
療
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日



合

計

計

都
市
建
築
部(

企
業
会
計
職
員
に
限
る
。)

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学

計

出
納
事
務
局

都
市
建
築
部(

企
業
会
計
職
員
を
除
く
。)

県
土
整
備
部

林
政
部

農
政
部

商
工
労
働
部(

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
を
除
く
。)

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部

危
機
管
理
部

清
流
の
国
推
進
部

総
務
部

知
事
直
轄
組
織

区

分

四
、
〇
〇
二
人

九
四
人

六
五
人

二
九
人

三
、
九
〇
九
人

三
三
人

一
五
五
人

五
八
八
人

二
五
七
人

七
三
二
人

三
三
五
人

八
一
六
人

三
四
一
人

六
〇
人

一
一
八
人

四
三
九
人

三
五
人

定

数

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
一
条
関
係)

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐

阜
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
副
車
庫
長
、
技
師
、
技
術
員
、
調
理
師
長
、
農
業
班
長
、
土
木
班
長
、
主
任
調
理
師
、
主

任
機
械
操
作
手
、
主
任
補
助
員
、
主
任
女
性
相
談
支
援
員
、
主
任
看
護
助
手
、
主
任
衛
生
技
術
員
、
主

任
工
業
技
手
、
主
任
農
業
技
手
、
主
任
土
木
技
手
、
主
任
調
理
員
、
主
任
営
繕
手
、
主
任
実
習
補
助
員
、

主
任
学
校
用
務
員
、
主
任
介
護
員
、
主
任
タ
イ
ピ
ス
ト
、
主
任
パ
ン
チ
ャ
ー
及
び
主
任
補
助
員
の
項
中

｢

主
任
機
械
操
作
手
、
主
任
補
助
員｣

を｢

主
任
図
書
整
理
員
、
主
任
営
繕
手｣

に
改
め
、｢

主
任
農
業

技
手｣

の
下
に｢

、
主
任
林
業
技
手｣

を
加
え
、｢

、
主
任
営
繕
手｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
四
号

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
七
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年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
図
書
館
長
の
項
、
博
物
館
長
の
項
及
び
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
長
の
項
を
削
る
。

第
三
条
の
表
副
教
育
長
の
項
中
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
三
号
中｢

、
退
隠

料｣

を｢

及
び
退
隠
料｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
中
第
十
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
十
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
五
号

岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中｢

総
務
部｣

を｢

知
事
直
轄
組
織｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中｢

総
務
部｣

を｢

知
事
直
轄
組
織｣

に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

三

総
務
部
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
等
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号

岐
阜
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
等
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
等
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
教
育
事
務
所
長
の
項
中｢

中
学
校｣

の
下
に｢

、
義
務
教
育
学
校｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

岸
敬
也
副
知
事｣

を｢

神
門
純
一
副
知
事｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
七
年
岐
阜
県

規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
岐
阜
県
知
事
の
項
中｢

現
代
陶
芸
美
術
館｣

の
下
に｢

、
図
書
館
、
博
物
館
、
高
山
陣
屋

管
理
事
務
所
、
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
九
号

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規

則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
岐
阜
県
知
事
の
項
中｢

現
代
陶
芸
美
術
館｣

の
下
に｢

、
図
書
館
、
博
物
館
、
高
山
陣
屋

管
理
事
務
所
、
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
三
号

岐
阜
県
表
彰
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
八
条
第
三
項
中｢

総
務
部｣

を｢

知
事
直
轄
組
織｣

に
改
め
る
。

別
表
中｢

総
務
部
長

秘
書
政
策
審
議
監｣

を｢

秘
書
政
策
審
議
監

総
務
部
長

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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